
平成１４年３月２８日宣告　
平成１３年(わ)第２５０６号 
                    判              決
　被告人Ａに対する業務上過失致死傷告事件，同Ｂに対する道路交通法違反，業務
上過失致死傷被告事件について，当裁判所は，検察官梅田健史，被告人Ａ弁護人高
梨徹，被告人Ｂ弁護人（国選）倉渕満各出席の上審理し，次のとおり判決する。  
　                  主              文
　被告人Ａを罰金５０万円に，被告人Ｂを懲役２年にそれぞれ処する。
　被告人Ａが上記罰金を完納することができないときは金５０００円を１日に換算
した期間同被告人を労役場に留置する。
　          理              由
（罪となるべき事実）
第１　被告人Ａは，平成１１年１２月２６日午前２時４５分ころ，業務として緊急
自動車である救急用自動車をサイレンを吹鳴し，赤色の警光灯を点灯して緊急用務
のため運転し，千葉市ａ区ｂ町ｃ番ｄ号先の信号機により交通整理の行われている
交差点を同区ｅ町方面から同区ｆ方面に向かい直進するに当たり，対面信号機が赤
色の灯火信号を表示していたのであるから，徐行して交差道路左右から進行してく
る車両の有無及びその安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのにこ
れを怠り，交差道路右方から進行してくる車両の有無及びその安全を十分確認しな
いまま，漫然時速約２０ないし２３キロメートルで同交差点に進入した過失によ
り，折から交差道路右方から判示第２の２のとおり進行してきたＢ（当時２８歳）
運転の普通貨物自動車
前部に自車右側面部を衝突させ，その衝撃により自車後部扉を開放させるなどして
自車後部に収容して搬送中のＣ（当時３２歳），同Ｄ（当時２６歳）及び同人らの
看護に当たっていた救急隊員Ｅ（当時３７歳）の３名をそれぞれ車外に放出させ，
よって，上記Ｃに脳挫傷の傷害を負わせ，同１２年１月６日午前９時２１分ころ，
同市ｇ区ｈｉ丁目ｊ番ｋ号ｍ医療センターにおいて，同人を上記傷害により死亡さ
せたほか，上記Ｂに加療１３３日間を要する前頭骨骨折等の傷害を，上記Ｅに加療
２８３日間を要する頭蓋骨骨折等の傷害を，上記Ｄに加療期間不明の第３頚椎骨折
等の傷害を負わせた
第２　被告人Ｂは
　１　酒気を帯び，呼気１リットルにつき０．２５ミリグラム以上のアルコールを
身体に保有する状態で，平成１１年１２月２６日午前２時４５分ころ，千葉市ａ区
ｂ町ｃ番ｄ号先道路において，普通貨物自動車を運転した
　２　前記第２の１記載の日時ころ，業務として前記普通貨物自動車を運転し，前
記第１記載の信号機により交通整理の行われている交差点を同市ｎ区ｏ町方面から
同市ａ区ｐ方面に向かい直進するに当たり，同所は道路標識によりその最高速度４
０キロメートル毎時と指定された道路であったから，同最高速度を遵守するはもと
より，前方左右を注視し，進路の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があ
るのにこれを怠り，対面信号機が青色灯火信号を表示していたことに気を許し，前
方注視不十分のまま漫然時速約７７ないし９２キロメートルで進行した過失によ
り，折から左方道路からサイレンを吹鳴し，赤色の警光灯を点灯して，緊急用務の
ため信号に従わずに進行してきた前記Ａ（当時４４歳）運転の緊急自動車である救
急用自動車を同交差点
の停止線の手前約１０ないし２６メートルに迫って初めて発見し，急制動の措置を
講じたが間に合わず，自車前部を上記救急用自動車の右側面部に衝突させ，その衝
撃により同車後部扉を開放させるなどして，同車後部に乗車中の前記Ｃ，Ｄ，Ｅの
３名を車外に放出させ，よって，前記第１記載のとおり，前記Ｃを死亡させ，前記
Ｅ及びＤの両名にそれぞれ傷害を負わせたほか，前記Ａに加療９６日間を要する頚
椎捻挫等の傷害を負わせた
　ものである。
（適用法令）
　罰　条　　判示第１，第２の２の各所為につき，被害者ごとに
　　　　　　　　　平成１３年法律第１３８号による改正前の刑法２１１条前段
　　　　　　判示第２の１の所為につき，
　　　　　　　　　道路交通法１１９条１項７号の２，６５条１項，同法施行令４
　　　　　　　　　４条の３
　観念的競合　　　判示第１，第２の２の各所為につき，刑法５４条１項前段，１



　　　　　　　　　０条（いずれも犯情の最も重いＣに対する罪の刑で処断）　
　刑種の選択　　　判示第１の罪につき，罰金刑を選択
　　　　　　　　　判示第２の各罪につき，いずれも懲役刑を選択
  併合罪    判示第２の各罪につき，
　　　　　　　　　刑法４５条前段，４７条本文，１０条（重い判示第２の２の罪
　　　　　　　　　の刑に刑法４７条ただし書の制限内で加重）
　労役場留置　　　刑法１８条（被告人Ａにつき）
　訴訟費用の不負担　　刑事訴訟法１８１条１項ただし書（被告人Ｂにつき）
（量刑の理由）
１　本件は，病人を搬送するため赤信号で交差点に進入した救急車とその交差道路
を左方から直進進行してきた自動車が衝突し，搬送されていた被害者らが放り出さ
れ，１名が死亡し，ほか２名も判示のような重傷を負い，被告人両名もそれぞれ負
傷したという事案である。
２　本件事故現場である交差点（以下「本件交差点」）は，救急車を運転していた
被告人Ａ及び同Ｂのいずれからも進行方向は上り坂であり，本件交差点手前ではそ
れぞれ右方交差道路，左方交差道路はガードレール等によりやや見通しにくい状況
であった。
　　なお，被告人Ａの進行道路は最高速度が５０キロメートル毎時，被告人Ｂの進
行道路は４０キロメートル毎時と指定されていた。
　　本件事故当時，被告人ＡはＣ夫婦を病院に搬送するために，赤色の警光灯を点
灯させ，サイレンを吹鳴させて走行し，本件交差点に差しかかり，対面信号が赤色
表示になったので停止線付近で徐行し，まず右方道路から交差点に進入してくる車
両がないことを確認し，本件交差点に少し進入し，次に左方道路からの進行車両が
被告人Ａの救急車を認めて停止しているのを確認して，さらに交差点に進入した。
そのときの速度は，被告人Ａが徐行からやや加速したと述べ，目撃者らも時速１５
ないし２０キロメートルくらいに見えたと供述し，鑑定では時速約２０ないし２３
キロメートルとされている。
　　一方，被告人Ｂは，自宅で飲酒した上，自動車を運転して行きつけの店に飲み
に出かけ，仕事でその車両が必要だったことからこれを運転して対面信号が青色で
あったので，判示のとおり制限速度のほぼ２倍の高速度で本件交差点に進入したの
である（速度については鑑定の結果及び被告人Ｂの供述により認める。）。被告人
Ｂは，本件事故後飲酒検知を受けているがその値は呼気１リットルにつき０．３５
ミリリットル（ただし，うがいはしていない）であった。しかも，被告人は，間近
に迫って危険を感じ，急制動をするまで救急車の赤色警光灯やサイレンに気づかな
かったというのである（ただしこの点の供述には若干の変遷がある。）。
　　その結果，被告人Ｂは被告人Ａの運転する救急車を認めて急制動をしたが間に
合わず，救急車の右側面に被告人Ｂの運転する自動車が衝突し，その衝撃で救急車
の後部ドアが開き，搬送されていたＣが放り出されて死亡し，同様に同乗していた
Ｄ及び救急隊員のＥが重傷を負い，被告人Ａ及び同Ｂもそれぞれ負傷した。
３　緊急自動車は緊急用務を遂行する場合は，信号機の表示に従わずに進行するこ
とができるが，その場合は他の交通に注意して徐行しなければならない。一般車両
は緊急車両を優先させる義務があるとはいえ，緊急車両が信号表示に従わないで進
行する際の運転には特に慎重を期すべき注意義務が課されているというべきであ
る。被告人Ａは，本件交差点に信号表示に従わないで進入するに当たり上記のよう
に左右の交差道路を確認し，右方道路には車両はなく，左方道路には救急車を優先
させるため停止していた車両を確認したが，再度右方道路を確認することなく本件
交差点に進入したのである。被告人Ａは当時は深夜で交通が閑散とし，右方道路は
被告人Ａから見て下りの坂道で一度は確認したとはいえ，見通しが良いとはいえな
いこともあるから，停
止線を超えて交差点に進入するときに再度右方を確認をして徐行して進行すべきで
あった。そうすれば被告人Ｂの運転車両を避けられた可能性があったといえ，この
点において，被告人Ａの過失は軽微なものとはいえず，同人の負っていた救急隊員
としての責務に照らし，また，発生した結果が重大なものであることから，同人の
責任は軽視しがたいものがある。
４　被告人Ｂにおいては，飲酒の上，深夜の交通閑散に気を許し，制限速度のほぼ
２倍の高速度で進行していたものであり，その運転自体が危険なものである。本件
交差点では青色の信号表示に従っていたとはいえ，被告人Ｂの本件交差点までの道
路は上り坂で同人から見て左方道路はやや見通しが悪い状況であったから，運転者



としては交差点においては前方左右を注視し，起こりうる事態に対応できるように
運転すべき注意義務があった。しかし，同人は判示のように漫然と高速度で進行し
たばかりか，上記のとおり衝突直前に至るまでサイレンを吹鳴し警光灯を点灯させ
ていた救急車に気づかなかったというのであるから，その注意義務違反の程度は誠
に重大というほかない。本件においては，酒気帯び運転が厳しく非難されるべきこ
とはもちろんである
が，被告人Ｂが制限速度を遵守し，前方左右を注視して運転していれば，本件交差
点付近で夜間に警光灯を点灯しサイレンを吹鳴していた救急車に容易に気づくこと
ができ，それを優先させるべき運転者の義務を果たし得た，すなわち事故を容易に
回避できたのであって，被告人Ｂの本件運転は極めて危険，悪質なものでその過失
は大きい。それにより生じた結果を考えれば，同人の責任は極めて重大であるとい
わなければならない。
５　本件の被害者であるＣは当時まだ３２歳で，結婚して２年あまり，長男が誕生
してわずか４か月で死亡するに至ったのであり，その無念さは察するにあまりあ
り，Ｄも重傷を負った上，夫を失い，同人の長男もわずか４か月にして父を失うに
至ったのであるから，その被害感情が峻烈であるのも十分に理解することができ
る。　
    また，被告人Ｂは被害者らに対して，入院等の事情があったとはいえ十分な慰
謝の措置をとっているとは言い難い面もある。
　　なお，Ｅは重傷を負ったものの厳しい処罰感情までは抱いていない。
６　一方で，Ｃについては訴訟上の和解が成立していること，Ｄほかの被害者らと
の関係では症状固定を待って示談の交渉等が行われる見込みであること，被告人Ａ
は幾度かの実況見分等を経て自己の過失を認めるに至り，深く反省をしているこ
と，同人は被害者らに謝罪をし，墓参や見舞い等相応の誠意を示しているようであ
ること，被告人Ａは救急隊員としてこれまで長期にわたり適切に公務を果たしてき
ており，交通罰金前科（速度違反）１件があるだけであること，また，被告人Ｂは
同様に本件を深く反省していること，同人の父親等が被害者方を謝罪に訪れている
こと，同人は交通罰金前科１件，複数の交通違反歴を有するがまだ若く，正式裁判
は始めてであること，さらに被告人両名も本件事故で負傷していること（特に被告
人Ｂは重傷を負ってい
る。）などそれぞれ有利に斟酌すべき事情がある。
７　以上からすれば，本件事故は被告人両名の過失によって引き起こされものであ
り，発生した結果は極めて重大であるが，過失の程度は上記のとおり被告人両名に
おいて大きな差があるのであるから，それを前提とした量刑がされるべきである。
　　したがって，それぞれ主文のとおりの刑に処するのが相当であると思料する
が，被告人Ｂについては同人の過失及び結果の重大さに照らして，刑の執行を猶予
することは相当でないと判断した。
（求刑　被告人Ａに対し罰金５０万円，被告人Ｂに対し懲役３年）
　  平成１４年３月２８日
  　  　千葉地方裁判所刑事第３部
      
　　　          裁　判　官  　  岡　　　野　　　典　　　章

･


